
 

  

   柏市入札契約暴力団対策措置要領  

 

制定  平成２６年１２月１８日  

施行  平成２６年１２月１８日  

 

 （趣旨）  

第１条  この要領は，市が発注する売買，賃貸借，請負その他の契

約 （ 以 下 「 本 市 契 約 」 と い う 。 ） に 関 し ， 柏 市 暴 力 団 排 除 条 例

（平成２４年柏市条例第４号。以下「条例」という。）第９条の

措置等を講じるに当たり，法令等に特別な定めがあるもののほか，

必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要領で使用する用語は，条例で使用する用語の例によ

る。  

２  この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。  

(1) 有資格業者  柏市財務規則（昭和５９年柏市規則第４号）第

１２４条第２項の業者登録システムに登録された者をいう。  

(2) 下請業者等  本市契約の履行の全部若しくは一部を請け負う

下請業者（二次以下の下請業者を含む。）又は本市契約の履行

に関して資材，原材料等を供給等をする第三者をいう。  

(3) 有資格業者等  有資格業者その他本市契約を締結する又は締

結する見込みのあるもの及び下請業者等をいう。  

 （管轄署への照会）  

第３条  市長は，市の区域を管轄する警察署（以下「管轄署」とい

う 。 ） 以 外 の 機 関 等 か ら 有 資 格 業 者 等 が 別 表 左 欄 に 掲 げ る 要 件

（以下「措置要件」という。）に該当する旨の情報の提供があっ

たとき又は必要と認めるときは，条例第９条第２項及び管轄署と

締結した「暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書」

の規定により管轄署への照会により事実確認を行うものとする。  

２  前項の照会の方法は，文書により行うものとする。ただし，緊

急を要し，かつ，文書を作成する暇がないときは，電話により照

会し，その後速やかに遅延の理由を付して照会文書を管轄署へ送



 

  

達するものとする。  

 （入札からの排除等）  

第４条  市長は，入札又は見積もり合わせを行うに際し，契約の締

結前に，これらの入札又は見積もり合わせに参加する有資格業者

等が措置要件に該当するもの（以下「不適格該当者」という。）

と認められるときは，当該有資格業者等に対し，入札参加資格，

入札若しくは見積もり合わせの参加業者の指名又は落札に係る決

定の取消しを行うとともに，指名排除措置を行う旨及び別表右欄

に掲げる指名排除の期間（以下「指名排除期間」という。）を決

定し，速やかに別記第１号様式により通知するものとする。  

２  前項の規定は，入札若しくは見積もり合わせに参加する共同企

業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合（以

下「共同企業体等」という。）であって，その構成員に不適格該

当者を含むものについて準用する。  

 （指名排除等）  

第５条  市長は，前条に定めるもののほか，有資格業者等が不適格

該当者であると認められるときは，指名排除措置を行う旨及び指

名排除期間を決定し，当該有資格業者等に対し，その旨を速やか

に別記第２号様式により通知するものとする。  

２  前項の規定は，共同企業体等であって，その構成員に不適格該

当者を含むものについて準用する。  

３  市長は，指名排除措置を行ったときは，一般競争入札を行うに

際し，当該指名排除に係る有資格業者の入札参加資格を認めては

ならない。  

４  市長は，指名排除措置を行ったときは，指名競争入札を行うに

際し，当該指名排除に係る有資格業者を指名してはならない。  

（指名排除の解除）  

第６条  市長は，第４条並びに第５条第１項及び第２項の規定によ

り通知した指名排除期間が経過したと認めるときは，当該有資格

業者等について指名排除措置を解除するものとする。  

２  前項の規定により解除する旨の決定をしたときは，不適格該当

者であったものに対し，その旨を速やかに別記第３号様式によ り

通知するものとする。  



 

  

 （随意契約の相手方の制限）  

第７条  市長は，次に掲げる者を随意契約の相手方とすることはで

きない。  

(1) 第４条並びに第５条第１項及び第２項の規定により指名排除

期間中の有資格業者等  

(2) 前号に掲げるもののほか，共同企業体等であって，その構成

員に前号に規定する者を含むもの  

 （下請負等の制限）  

第８条  市長は，本市契約の相手方（以下「受注者」という。）に

対し，当該受注者の下請業者等が不適格該当者であるときは，条

例第９条第３項の規定により直ちに当該下請業者等との契約の解

除その他の改善措置を講じるよう要請するものとする。  

 （各所属長への通知）  

第９条  契約課長は，第４条，第５条第１項及び第２項並びに第６

条第２項の規定による通知を送付したときは，各所属長に対し，

その旨を速やかに別記第４号様式により通知するものとする。  

 （妨害又は不当要求の際の措置）  

第１０条  市長は，受注者又は下請業者等が，暴力団又は暴力団員

から契約の履行に係る妨害又は不当要求を受けたときは，市長へ

報告を求めるとともに，管轄署への被害届の提出を指導しなけれ

ばならない。この場合において，市長は，当該受注者に対し，工

程の調整，工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。  

２  市長は，下請業者等が暴力団又は暴力団員から契約の履行に係

る妨害又は不当要求を受けたときは，当該下請業者等が受注者へ

速やかに報告を行うよう，受注者に指導を求めるものとする。  

 （契約の解除）  

第１１条  市長は，受注者（構成員のいずれかが不適格該当者であ

る共同企業体等を含む。）が次の各号のいずれかに該当するとき

は，本市契約を解除することができる。  

 (1) 不適格該当者であると認められるとき。  

 (2) 下請業者等が不適格該当者であることを知りながら，当該下

請業者等と契約を締結したと認められるとき。  

 (3) 第８条の規定による改善措置の要請に従わないとき。  



 

  

 （市関係機関への協力要請）  

第１２条  市長は，第４条，第５条第１項及び第２項並びに第６条

第２項の規定による通知を送付したときは，柏市建設工事請負業

者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）第６条の関係機関

及び指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により市の指定を受けたものをいう。）に

対し，速やかに情報を提供するとともに，市と同様の措置を講じ

るよう要請するものとする。  

 （市以外の関係機関への協力要請）  

第１３条  市長は，この要領に基づく措置を実効あるものにするた

め，関係官公庁その他の機関の積極的な協力を要請するものとす

る。  

 （補則）  

第１４条  この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２６年１２月１８日から施行する。  

 （柏市建設工事等暴力団対策措置要領の廃止）  

２  柏市建設工事等暴力団対策措置要領（平成１１年１１月１日制

定）は，廃止する。  



 

  

別表（第３条第１項）  

措   置   要   件  期      間  

１  有 資 格 業 者 等 の 役 員 等 （ 有 資 格 業

者 等 が 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者

を ， 有 資 格 業 者 等 が 法 人 そ の 他 の 団

体 で あ る 場 合 に は そ の 役 員 ， そ の 支

店 の 代 表 者 又 は 常 時 契 約 を 締 結 す る

事 務 所 ， 営 業 所 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る も の の 代 表 者 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） が 暴 力 団 員 で あ る と き 又 は 暴

力 団 若 し く は 暴 力 団 員 が 有 資 格 業 者

等 の 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と

き。  

当 該 認 定 を し た 日 か ら

１ ２ か 月 を 経 過 し ， か

つ ， 当 該 措 置 要 件 に 該

当 し な い と 市 長 が 認 め

るときまで  

 

２  有 資 格 業 者 等 の 役 員 等 が ， 自 己 ，

自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を

図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る

目 的 を も っ て ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員

を利用するなどしているとき。  

当 該 認 定 を し た 日 か ら

６ か 月 を 経 過 し ， か

つ ， 当 該 措 置 要 件 に 該

当 し な い と 市 長 が 認 め

るときまで  

３  有 資 格 業 者 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団

又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給

し ， 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的

あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 ・ 運

営 に 協 力 し ， 又 は 関 与 し て い る と

き。  

当 該 認 定 を し た 日 か ら

６ か 月 を 経 過 し ， か

つ ， 当 該 措 置 要 件 に 該

当 し な い と 市 長 が 認 め

るときまで  

４  有 資 格 業 者 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団

又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る

べき関係を有しているとき。  

当 該 認 定 を し た 日 か ら

６ か 月 を 経 過 し ， か

つ ， 当 該 措 置 要 件 に 該

当 し な い と 市 長 が 認 め

るときまで  

５  有 資 格 業 者 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団

若 し く は 暴 力 団 員 で あ る こ と 又 は 上

記 の 措 置 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 り

な が ら ， こ れ を 不 当 に 利 用 す る な ど

しているとき。  

当 該 認 定 を し た 日 か ら

６ か 月 を 経 過 し ， か

つ ， 当 該 措 置 要 件 に 該

当 し な い と 市 長 が 認 め

るときまで  

 



 

  

                  柏財契第    号   

                  令和   年   月   日   

 

 商号  

  代表者名           様  

 

             柏市長          印      

 

 

   入札等からの排除措置について（通知）  

 

 貴社が柏市入札契約暴力団対策措置要領に規定する排除措置に 該

当したことは誠に遺憾であり，下記のとおり措置を実施するのでそ

の内容を通知する。  

記  

１  入札及び見積もり合わせからの排除理由  

  柏市入札契約暴力団対策措置要領第４条第  項及び別表第  項

による（該当となる措置要件を記載）  

２  入札及び見積もり合わせからの排除措置  

  令和   年   月   日公告  

   ○○  第    号  （案件名を記載）  

  （入札参加資格取消し・指名の取消し・落札決定の取消し）  

３  排除措置の効果  

 (1) 入札及び見積もり合わせからの排除  

   令和   年   月   日から   月を経過し，かつ，排除原

因となった措置要件に該当しないと認める日まで  

 (2) その他  

   入札及び見積もり合わせからの排除期間中は，貴社以外の者

と本市が契約を締結する案件に関する下請（二次以下の下請で

ある場合を含む。）等の契約を締結することはできない。  

（別記  第１号様式）  



 

  

                     柏財契第    号   

                  令和   年   月   日   

 

 商号  

  代表者名           様  

 

             柏市長          印      

 

 

   排除措置について（通知）  

 

 貴社が柏市入札契約暴力団対策措置要領に規定する排除措置に 該

当したことは誠に遺憾であり，下記のとおり措置を実施するのでそ

の内容を通知する。  

記  

１  排除措置の理由  

  柏市入札契約暴力団対策措置要領第５条第  項及び別表第  項

による（該当となる措置要件を記載）  

２  排除措置の期間  

  令和   年   月   日から   月を経過し，かつ，排除原因

となった措置要件に該当しないと認める日まで  

３  排除措置の効果  

  「２  排除措置の期間」に定める期間中は，本市が執行する入

札及び見積もり合わせに参加できないほか，貴社以外の者と本市

が契約を締結する案件に関する下請（二次以下の下請である場合

を含む。）等の契約を締結することはできない。  

（別記  第２号様式）  



 

  

                     柏財契第    号   

                  令和   年   月   日   

 

 商号  

  代表者名           様  

 

             柏市長          印      

 

 

   排除措置の解除について（通知）  

 

 令和   年   月   日付け柏財契第    号にて通知した排除

措置について，当該措置要件に該当しないこととなったことが確認

されたため，柏市入札契約暴力団対策措置要領第６条第２項の規定

により排除措置の解除を決定した旨通知します。  

（別記  第３号様式）  



 

  

                     柏財契第    号   

                  令和   年   月   日   

 

 各所属長   様  

 

                        財政部長    

 

 

   排除措置（の解除）について（通知）  

 

 下記の業者について，柏市入札契約暴力団対策措置要領に基づき

排除の措置を（解除）しましたので通知します。  

 （なお，排除措置の期間中は，下記事業者との契約行為（下請等

の契約を含む。）が一切できませんので，御留意ください。）  

記  

１  対象事業者名  

  （法人名）  

  （法人所在）  

  （代表者名）  

２  排除措置の期間  

  令和   年   月   日から   月を経過し，かつ，排除原因

となった措置要件に該当しないと認める日まで  

（２  排除措置の解除日）  

  （令和   年   月   日）  

３  排除措置の理由  

  柏市入札契約暴力団対策措置要領第  条第  項及び別表第  項

による  

 

（別記  第４号様式）  


